
 

 

 

 

 

 

令和７年度 東秩父村社会福祉協議会 事業報告・決算が承認されました 
 

事 業 区 分 収入決算額 支出決算額 

法人運営事業 ２１，６８５，４５３ 円   ２２，４９８，３６５ 円   

福祉資金貸付事業 ８５，７７６ 円   ４３９，８６２ 円   

共同募金配分金事業 ６７３，０００ 円   ６７３，０００ 円   

福祉サービス利用援助事業 １９７，３５３ 円   ２０１，０５３ 円   

ホームヘルパー派遣事業 １２，４７８，６５６ 円   １１，８１９，７６０ 円   

居宅介護支援事業 ８，３２３，６８８ 円   ７，８８８，２６４ 円   

シルバー人材センター事業 ６，６９２，９２５ 円   ６，４７１，８１３ 円   
 

 東秩父村社会福祉協議会の令和７年度事業報告及び決算につきましては、６月に開催された理事会・評 

議員会におきまして、それぞれご承認をいただきました。各事業の決算額につきましては上記のとおりと 

なり、事業費支出の総額は 49,992,117円となりました。 

 また、シルバー人材センターの受注件数につきましては年間で１７１件となり、順調な推移にお礼を申 

し上げます。引き続いてのご利用をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会だより 

HIGASHICHICHIBUMURA 第４２号 令和８年７月１日発行 

東秩父村社会福祉協議会 

御堂 369 TEL 82-1238 

シルバー人材センター 

毎月第２木曜日１０時より、コミュニティセンターやまなみにおいて入会説明会を行っております。 

内容を確認するだけでも結構です。入会説明会以外の日でも、個別対応も可能ですので、お気軽 

にお問い合わせください。 

また、センターでは、除草作業、植木剪定の他、家の掃除等も行っておりますので、担当までお問 

い合わせください。 

 

 東秩父村社会福祉協議会の会員を募集します 
 

  社会福祉協議会では、毎年８月に各地域の区長さんを通じて社協の会員募集を行ってい 

 るところですが、今年も来月に例年通りお願いをする予定としています。 

  社協ではさまざまな福祉活動を展開しておりますが、運営に伴う財源は住民や村内事業 

 所の皆さまからの会費が活動の根幹をなしています。東秩父村の地域福祉活動を支えてい 

 ただきたく、住民の皆さまに社協への入会をお願いいたします。 

ぜひ来てね 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 

東秩父村敬老会を開催します 
日 時：令和８年９月１９日（土） 午前９時３０分～１２時 

場 所：東秩父村コミュニティセンター大ホール 

対象者：令和９年３月３１日時点で満７５歳以上の方、金婚祝い事業に申し込まれた方 

内 容：【一部】式典（百寿・米寿・金婚対象者表彰、出席最高齢者花束贈呈） 

【二部】アトラクション（槻川 G３バンドによる生演奏＆ハズレなし！大ビンゴ大会） 

その他：対象者の方には８月中に区長さんを通じてご案内 

をお配りいたします。令和９年３月３１日時点で 

満１００歳、８８歳を迎える方、金婚祝い事業の 

対象となる方は表彰対象となりますので、別途ご 

案内をお送りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会では、金婚を迎えられたご夫婦をお祝いします。該当すると思われるご夫婦は、 

７月１０日（金）までに、社会福祉協議会へご連絡をお願いします。なお、準備の都合上、７月１０日を 

過ぎると、お祝いができませんのでご注意ください。  

お申込みの際に、氏名、住所、電話番号、婚姻日をお伺いします。 

また、希望されたご夫婦には記念撮影券をお贈りいたしますので、申込時に希望の有無をお伝えください。 

 

対象となるご夫婦 

◆現在、東秩父村に在住で、昭和５1 年４月１日から昭和５2 年３月３１日までの間に婚姻届を提出された 

ご夫婦。 

◆この期間以前に結婚し、まだ当社協で金婚のお祝いを受けていないご夫婦。 

なお、東秩父村に本籍のないご夫婦には、戸籍の全部事項証明（謄本）を 

提出していただきます。 

槻川 G3バンド 

心配ごと相談所を開設しています 

社会福祉協議会では、月１回、心配ごと相談所を開設しています。 

民生委員さんにご協力をいただき、生活上のあらゆる相談に適切な助言を行い、 

必要に応じて他の専門的な相談機関をご紹介いたします。 

日 時 ： 毎月１６日（１６日が休日の場合は、翌営業日） 午後１時から３時まで 

場 所 ： 役場１階中会議室 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

夏の体験ボランティアの参加者を 

募集しています☀ 

 

 

日本赤十字社会員増強運動について 

 

日本赤十字社では、災害発生時の救援活動や援

護物資の配布などの活動を行っています。 

これらの活動は、住民の皆様から寄せられた会

費によって支えられています。 

  日赤東秩父村分区では、入会のお願いを７月号

の広報と一緒にお配りいたします。 

 

【会員区分】 

・協力会員    ５００円以上 

・会  員  ２，０００円以上 

・寄 付 金    ５００円未満 

 

 
 

皆様のご理解と 

ご協力をよろしく 

お願いいたします。 

小川ライオンズクラブとの 

災害時における連携に関する協定を締結 

 

令和８年５月２５日（月）、東秩父村社会福祉協議会と小川ライオンズ 

クラブは、「自然災害発生時における災害ボランティアセンター支援 

に関する協定」を締結しました。 

この協定は、災害発生時に東秩父村社会福祉協議会が設置する災害 

ボランティアセンターの運営において、小川ライオンズクラブからの 

物的・人的支援の提供による迅速かつ円滑な被災者支援を実現することを目的としています。 

今後はこの協定が円滑に運用されるように、平時から情報交換を行うなど連携を強化してまいります。 

 

令和８年度出前講座 

令和６年度より社会福祉協議会がわしのさと健康体操のお時間をお借りして実施しています。 

８年度は計１１回を計画しました。ボランティアのすすめとリハビリテーションについての二部構成で地

域福祉担当の須賀とケアマネージャーの豊田が講演をいたします。 

出前講座は参加者の皆さんと困ったことについて共有することができる場になっていますので、是非足

を運んでみてください。 

【今後の予定】 

7月１５日（水）10：00～奥沢農業センター、9月９日（水）13：30～高齢者生きがいセンター（安戸） 

わしのさと健康体操後の時間をお借りして講座を行います。健康体操の参加者以外に講座に参加したいご

希望がありましたら、社会福祉協議会または地域包括支援センター宛にお問い合わせください。 

社会福祉協議会 ８２－１２３８ ・ 地域包括支援センター ８２－１１１６ 

 

 

社会福祉協議会では、小学校５年生以上の住民の方を

対象とした『夏のボランティア体験』の参加者を募集して

います。 

チラシ及び参加申込書は、社会福祉協議会窓口で配布

している他、二次元コードのホームぺージからもダウンロ

ードできます。 

７月１０日までに参加申込書を窓口に持参、または郵送

にてお申込みください。多くの方のご参加をお待ちして

おります。 

【体験メニュー】 

・敬老会ビンゴ大会のお手伝い（9/19） 

・敬老メッセージカードづくり（8/7、自宅で取り組む場合

は 8/7～8/21） 

・社協デイサービス「わしのちゃんハウス」の 

お手伝い（8/20、8/27） 

 



【通所介護予防事業わしのちゃんハウス】 

２月 26 日（木）わしのちゃんハウスでは、工作で吊るし飾りを作りました。 

吊るし飾りは、伝統工芸の一種。雛人形とともに飾ったものです。 

可愛らしい吊るし飾りができました。 

 

 

〖7 月～9 月までの予定表〗 

7/２ カラオケ 8/6 ぬり絵(８・９月) 9/３ 体操 

7/23 深谷グリーンパーク(ユリ) 8/20 ゲーム 9/10 トランプ 

7/30 パズルゲーム(タングラム) 8/27 脳トレ 9/17 買い物 

 

わしのちゃんハウス（デイサービス事業）  

  4 月 30 日（木）箭弓神社へ牡丹のお花見に行く 

  予定でしたが、天候不良の為、急遽花園の直売所 

  に予定を変更して、お買い物に行きました。 

  花園の直売所では、お花や夏野菜の苗など園芸     

  関連の商品が豊富で、見ても楽しむことができま 

  した。♪♪♪ 

  フォレストまで、歩いてお買い物へ行かれた方も   

  いて、良い運動にもなったようです。 

   

【訪問介護事業】 

家事や買い物等で、不自由を感じている方のお宅へホームヘルパーが訪問します。 

ご利用された方が健全で穏やかな生活を過ごせるようお手伝いをさせていただきます。 

困りごと等ありましたら遠慮なくご相談下さい。（お話し相手でも伺います） 

【バトン訪問】 

地域で暮らす皆さんと、途切れることなく繋がっていくため、バトン訪問を行っています。 

住み慣れた場所で、生き生きと生活できるように、健康状態を把握し、村の介護予防事業などをご案内します。社会

福祉協議会のスタッフが、みなさんのお宅を訪問して、聞き取りをさせていただきます。 

スタッフが伺いましたら、ご協力をお願いします。 

※ この事業は、地域包括支援センターからの委託事業です。 


